


第２編教育 事業構想学研究科履修規程 

2150-8 

様式第２号（第４条第２項関係） 

博士前期課程履修コース変更許可申請書 

   

年  月  日 

事業構想学研究科長 殿 

 

（申請者） 

届出履修コース名 

学籍番号 

氏  名             

電話番号 

（指導教員） 

職・氏名               

 

博士前期課程における履修コースを下記のとおり変更したいので、許可されるよう申請しま

す。 

記 

１ 変更希望コース名                       コース  
２ コース変更理由
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2150-9 
 

別表（第２条関係）

講義 演習

マネジメント 1･2前 2 選択

会計学 1･2後 2 選択

ファイナンス 1･2前 2 選択

ストラテジー 1･2後 2 選択

マーケティング 1･2前 2 選択

経済システム 1･2後 2 選択

社会システム 1･2前 2 選択

医療福祉システム 1･2前 2 選択

ＩＴマネジメント 1･2後 2 選択

税法Ⅰ 1･2前 2 選択

税法Ⅱ 1･2後 2 選択

オペレーションズリサーチ 1･2後 2 選択

データビジネス 1･2後 2 選択

グローバルビジネス 1･2後 1 選択

ビジネスデザイン特別講義 1･2前 1 選択

地域創生政策 1･2前 2 選択

地域開発政策 1･2前 2 選択

地域経済分析 1･2前 2 選択

地域情報分析 1･2前 2 選択

コミュニティビジネス 1･2後 2 選択

ソーシャルキャピタル 1･2前 2 選択

非営利組織マネジメント 1･2後 2 選択

地域環境システム 1･2後 2 選択

地域農村開発マネジメント 1･2後 2 選択

地域と食農 1･2前 2 選択

地域経済デザイン 1･2後 2 選択

ソーシャルデザイン特別講義 1･2後 1 選択

文化環境デザイン 1･2前 2 選択

スペキュラティブデザイン 1･2前 2 選択

デザインマネジメント 1･2後 2 選択

地域計画 1･2前 2 選択

素材・造形デザイン 1･2前 2 選択

空間活用事業 1･2前 2 選択

建築プログラミング 1･2後 2 選択

空間デザイン特別講義 1･2後 1 選択

知能メディアデザイン 1･2後 2 選択

感性情報アナリシス 1･2後 2 選択

感性メディアデザイン 1･2後 2 選択

空間メディアシステム 1･2前 2 選択

インタラクションデザイン 1･2前 2 選択

知的情報アナリシス 1･2前 2 選択

情報システムデザイン 1･2後 2 選択

情報デザイン特別講義 1･2前 1 選択

英語特論※1 1･2後 2 選択

プロジェクト研究※2 1･2後 4 選択

CP特別演習 1･2前 2 選択

CPプロジェクト研究 1･2後 2 選択

事業構想基礎講座 1･2前 1 必修

プロジェクトデザイン演習Ⅰ 1･2前 4 必修

プロジェクトデザイン演習Ⅱ 1･2後 4 必修

プロジェクトデザイン演習Ⅲ 1･2前 4 必修

プロジェクトデザイン演習Ⅳ 1･2後 4 必修

空間デザイン特別演習AⅠ 1･2前 2 選択

空間デザイン特別演習AⅡ 1･2後 2 選択

空間デザイン特別演習BⅠ 1･2前 2 選択

空間デザイン特別演習BⅡ 1･2後 2 選択

96 24
修了要件単位数
30単位以上

※1　学術研究コースは必修

※2　高度職業人コースは必修

　　　　単位合計数

情報デザイン領域

共 通 科 目

演 習 科 目

空間デザイン領域

事業構想学研究科事業構想学専攻博士課程（前期２年の課程）

専門領域 授業科目の名称 配当年次
単位数 必修選択

の別
備　　　考

ビジネスデザイン領域

演習科目は、プロジェクト
デザイン演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、
Ⅳを1セットとして16単位を
必修科目とする。また、講
義科目は、事業構想基礎講
座、その他の共通科目、専
門領域の講義科目(4単位以
上)を含め14単位以上を選択
すること。

ソーシャルデザイン領域
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事業構想学研究科事業構想学専攻博士課程（後期３年の課程）

演習 研究

共通（研究指導科目） 1～3 前後 8 必修

修了要件単位数

16単位以上

上記の事業構想学特別演習Ⅰa～Ⅳb（各2単位）は，指導教員が担当する科目2単位以上を必ず含めること。

同一科目区分の特別講義a，bは同時期に履修することはできない。

備　　考科目区分 授業科目 配当年次
単位数 必修選択

の別

前・後

前・後

前・後

前・後

前・後

前・後

前・後

前・後

ソーシャルデザイン系

2

2

合計単位数 16 8

ビジネスデザイン系

事業構想学特別演習Ⅰa（ビジネスデザイン）

事業構想学特別演習Ⅰb（ビジネスデザイン）

事業構想学特別演習Ⅱa（ソーシャルデザイン）

事業構想学特別演習Ⅱb（ソーシャルデザイン）

事業構想学特別演習Ⅲa（空間デザイン）

事業構想学特別演習Ⅲb（空間デザイン）

事業構想学特別演習Ⅳa（情報デザイン）

事業構想学特別演習Ⅳb（情報デザイン）

1・2

1・2

1・2

事業構想学特別研究

空間デザイン系

情報デザイン系

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

2

選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択

2

2

2

2

2
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宮城大学大学院長期履修規程 

平成２1年４月１日 

規程第１５３号 

（趣旨） 
第１条 宮城大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第１７条の規定に基づき，長期にわた

る教育課程の履修（以下「長期履修」という。）に関し，必要な事項を定める。 
 
（長期履修の対象者） 

第２条 本学大学院において，長期履修を認めることのできる者は，次の各号のいずれかに該当す

る者とする。   
一 職業を有し，かつ就業している者で，大学院学則第１６条第１項に定める標準修業年限（以

下「標準修業年限」という。）で修了することが困難であると認められる者  
二 育児，介護等により標準修業年限で修了することが困難であると認められる者 
三 その他やむを得ない事情を有すると認められる者   

 
（長期履修期間）   

第３条 長期履修の期間は，博士前期課程においては４年，博士後期課程においては５年を超えな

い範囲とし，１年を単位として認めるものとする。 
 
（在学年限） 

第４条 長期履修を認められた者（以下「長期履修学生」という。）の在学年限は，博士前期課程に

おいては４年，博士後期課程においては５年とする。 
 
 （休学期間） 
第５条 長期履修学生の休学期間は，前条に定める期間には算入しない。 

 
（申請手続）     

第６条 長期履修を希望する者は，指導教員の承諾を得た上で，長期履修許可申請書（様式第１号）

に次に掲げる書類を添付して，学長に申請しなければならない。 
一 長期履修が必要であることを証明する書類   
二 その他研究科長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は，原則として入学時に限り認めるものとし，入学手続期間の最終日ま

でに行わなければならない。 
３ 入学後に，第２条に定める事由が生じた場合は，真にやむを得ない場合に限り認めるものとし，

第１項の規定による申請は，最終年次開始日の２ヶ月前までに行わなければならない。 
 
（長期履修の許可）  
第７条 学長は，前条の規定による申請があったときは，当該学生が所属する研究科の教授会（以

下「研究科教授会」という。）の議を経て，長期履修の可否を決定する。 
２ 学長は，前項の規定により長期履修の可否を決定した場合は，様式第２号により，学生にその
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結果を通知するものとする。 
３ 長期履修学生が，長期履修を希望する理由として申請した内容に変更が生じた場合には，速や

かに研究科長に報告しなければならない。 
 
（長期履修期間の変更） 

第８条 長期履修学生が，当該長期履修期間の短縮又は延長を希望する場合は，長期履修期間変更

申請書（様式第３号）に次に掲げる書類を添付して，学長に申請しなければならない。 
一 長期履修許可通知の写し 
二 その他研究科長が必要と認める書類 

２ 前項の規定により長期履修期間の短縮を申請する場合は，原則として次の各号に定める期日ま

でに行わなければならない。 
一 長期履修期間の１年短縮を希望する場合は，長期履修期間の最終年次の前年度の開始日の２

ヶ月前まで 
二 長期履修期間の２年短縮を希望する場合は，長期履修期間の最終年次の前々年度の開始日の

２ヶ月前まで 
３ 第１項の規定による長期履修期間の延長の申請は，真にやむを得ない場合に限り認めるものと

する。この場合において，申請は長期履修期間の最終年次開始日の２ヶ月前までに行わなければ

ならない。 
４ 長期履修期間の変更は，在学中１回限りとする。 
５ 前条の規定は，第１項の申請に準用する。 
 
（長期履修の許可の取り消し） 
第９条 学長は，長期履修学生が法令及び大学院学則等本学の規則規程に違反する行為をしたとき，

または，長期履修に関し，虚偽の申請をしたことが判明したときは，研究科教授会の議を経て，

長期履修の許可を取り消すことができる。 
 

（授業料） 
第１０条 長期履修に係る授業料の額については，別に定める。 
 
（委任） 

第１１条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は各研究科において別に定める。 
 

附 則 
１ この規程は，平成２１年４月１日から施行し，平成２１年度入学者から適用する。 
２ 平成２１年度入学者にあっては，第６条第２項の規定にかかわらず，平成２１年４月２０日ま

でに申請のあった者については，第６条第２項第１号に定める期限までに申請があったものとみ

なす。 
 

附 則 
１ この規程は，平成２５年４月１日から施行する。 
２ この改正による改正後の宮城大学大学院長期履修規程は，平成２５年度入学生から適用し，こ

の規程の施行の日の前日において在学する学生については，なお従前の例による。 
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附 則（H29.2.22 第 119 回理事会） 
１ この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 
２ この改正による改正後の宮城大学大学院長期履修規程は，平成２９年度入学生から適用し，こ

の規程の施行の日の前日において在学する学生については，なお従前の例による。 

－　　－86



 

 
 

様式第１号（第６条関係） 
 

長 期 履 修 許 可 申 請 書 

 
  年  月  日 

 
宮 城 大 学 長 殿 

 
 

       研究科        課程 
 
学籍番号（受験番号）             
 
氏名                 ㊞   

 
 

下記のとおり長期履修を希望するので，宮城大学大学院長期履修規程第６条の規定に基づき
申請します。 

記 

入学年月日 年  月  日 

希望する履修期間     年  月  日～    年  月  日 【    年間】 

長期履修を 
希望する理由  

履修計画 
 
 
 
 

勤 

務 

先

名   称  職種 

所属・役職等  

所 在 地  

現 住 所  
  

指導教員の意見 
 
 
                所属・職 

氏名             ㊞   
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様式第２号（第７条関係） 
 
                                  

  年  月  日 
 
 

学籍番号 
学生氏名 殿                

 
 

宮 城 大 学 長 
 
 
  

長期履修許可申請について（通知） 
平成  年  月  日付けで申請のあったこのことについては，審査の結果，下記のとお

り決定したので通知します。 
 

記 

 

入 学 年 月 日 年  月  日 

現在の履修期間     年  月  日～    年  月  日 【    年間】 

申請した履修期間     年  月  日～    年  月  日 【    年間】 

審 査 結 果   許  可   （又は 不許可） 
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様式第３号（第８条関係） 
 

長 期 履 修 期 間 変 更 申 請 書 
 

  年  月  日 
 

宮 城 大 学 長 殿 
 

       研究科        課程 
 
学籍番号（受験番号）             
 
氏名                 ㊞   

 
 

許可された長期履修期間を下記のとおり変更したいので申請します。 
記 

入学年月日 年  月  日 

許可済の履修期間     年  月  日～    年  月  日 【    年間】 

変更後の履修期間     年  月  日～    年  月  日 【    年間】 

長期履修期間を 
変更する理由  

変更後の 
履修計画 

 
 
 
 

※以下は変更があった場合のみ記入 

勤 

務 

先

名   称  職種 

所属・役職等  

所 在 地  

現 住 所  
  

指導教員の意見 
 
 
              所属・職 

氏名               ㊞  
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宮城大学大学院事業構想学研究科学位論文審査要綱 

 
（趣旨） 
第１条 この要綱は，宮城大学学位規程（以下「学位規程」という。）第 18 条     

及び宮城大学大学院事業構想学研究科履修規程第 19 条の規定に基づき，宮

城大学大学院事業構想学研究科における学位論文審査に関し必要な事項を

定める。 
 
（学位論文の提出） 
第２条 学位規程第４条により修士又は博士の学位を申請する者は，指導教員  
の承認を得て，学位申請書を事業構想学研究科長に提出しなければならない。 

２ 学位論文の体裁は，様式１のとおりとする。 
３ 学位論文要旨は，様式２のとおりとする。 
４ 学位論文の提出部数は，次のとおりとする。 
  学位申請時（修士論文及び博士論文）   3 部 
  学位授与決定後（学位（修士）論文）   2 部 
  学位授与決定後（学位（博士）論文）   3 部 
５ 学位論文の提出期限は，原則として，次のとおりとし，別途指示する。 

 9 月修了を希望する者  修士論文は 7 月上旬，博士論文は 6 月上旬      
  3 月修了を希望する者  修士論文は 1 月上旬，博士論文は 12 月上旬 

 
（審査結果の報告） 
第３条 学位規程第 10 条に定める学長への報告は，様式３による。 
 
（学位論文の保管） 
第４条 学位を授与すべきものと決定した者から提出のあった学位論文につ

いては，本学図書館において１部を保管する。 
 
（委任） 
第５条 学位論文審査に関する事項で本要綱に定めのない事項については，事

業構想学研究科教授会において定める。 
附 則 

この要綱は，平成 14 年 10 月 16 日から施行する。 
 

附 則（平成 16 年 11 月 10 日） 
この要綱は，平成 17 年４月１日から施行する。 

 
附 則（平成 17 年 2 月 9 日） 

この要綱は，平成 17 年４月１日から施行する。 
 
附 則（平成 20 年 3 月 14 日） 

この要綱は，平成 20 年４月１日から施行する。  
 

附 則（平成 26 年 9 月 10 日） 
この要綱は，平成 26 年 9 月 10 日から施行する。 

 

宮城大学大学院事業構想学研究科学位論文審査要綱 

 
（趣旨） 
第１条 この要綱は，宮城大学学位規程（以下「学位規程」という。）第 18 条     

及び宮城大学大学院事業構想学研究科履修規程第 19 条の規定に基づき，宮

城大学大学院事業構想学研究科における学位論文審査に関し必要な事項を

定める。 
 
（学位論文の提出） 
第２条 学位規程第４条により修士又は博士の学位を申請する者は，指導教員  
の承認を得て，学位申請書を事業構想学研究科長に提出しなければならない。 

２ 学位論文の体裁は，様式１のとおりとする。 
３ 学位論文要旨は，様式２のとおりとする。 
４ 学位論文の提出部数は，次のとおりとする。 
  学位申請時（修士論文及び博士論文）   3 部 
  学位授与決定後（学位（修士）論文）   2 部 
  学位授与決定後（学位（博士）論文）   3 部 
５ 学位論文の提出期限は，原則として，次のとおりとし，別途指示する。 

 9 月修了を希望する者  修士論文は 7 月上旬，博士論文は 6 月上旬      
  3 月修了を希望する者  修士論文は 1 月上旬，博士論文は 12 月上旬 

 
（審査結果の報告） 
第３条 学位規程第 10 条に定める学長への報告は，様式３による。 
 
（学位論文の保管） 
第４条 学位を授与すべきものと決定した者から提出のあった学位論文につ

いては，本学図書館において１部を保管する。 
 
（委任） 
第５条 学位論文審査に関する事項で本要綱に定めのない事項については，事

業構想学研究科教授会において定める。 
附 則 

この要綱は，平成 14 年 10 月 16 日から施行する。 
 

附 則（平成 16 年 11 月 10 日） 
この要綱は，平成 17 年４月１日から施行する。 

 
附 則（平成 17 年 2 月 9 日） 

この要綱は，平成 17 年４月１日から施行する。 
 
附 則（平成 20 年 3 月 14 日） 

この要綱は，平成 20 年４月１日から施行する。  
 

附 則（平成 26 年 9 月 10 日） 
この要綱は，平成 26 年 9 月 10 日から施行する。 
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附 則（平成 29 年 2 月 8 日） 
この要綱は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 
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様式１（第２条第２項関係） 
 
（１）学位（修士）論文 
 
     ＜表紙・背表紙＞ 
 
 
 
和 
暦 
年 
度 
 
修 
士 
論 
文 
 
 
研 
究 
題 
目 
 
 
 
 
 
 
氏 
名 

 
 

（和暦）  年度 宮城大学大学院 
 

修士論文 
 

 
 

研究題目 
 
 

事業構想学研究科 博士前期課程 
領域 

学籍番号 
氏名 

 
 

＜内表紙＞                 ＜目次＞ 
 
 
 

（和暦）  年度 宮城大学大学院 
 

修士論文 
 

 
 

研究題目 
 
 

事業構想学研究科博士前期課程 
領域 

学籍番号 
氏名 

  
―― 目  次 ―― 

 
 
○○○○○・・・・・・・・・ 1
○○○○○・・・・・・・・・ 7
 
 
 
 
 
 
 

                      
学位（修士）論文の体裁 
 学位（修士）論文は，A4 判，縦長，横書，片面刷りでファイルすること。 
 特定の課題研究の場合は，様式中「修士論文」を「特定の課題研究成果」と

する。 

 
 

＜要旨＞ 

【要旨の字体及び文字サイズ】 
字体：明朝体 
文字サイズ：10.5 ポイント 

－　　－110



 
 
（２）学位（博士）論文 
 
    ＜表紙・背表紙＞ 

 
 
 
和 
暦 
年 
度 
 
博 
士 
論 
文 
 
 
研 
究 
題 
目 
 
 
 
 
 
 
氏 
名 

 
 

（和暦）  年度 宮城大学大学院 
 

博士論文 
 

 
 

研究題目 
 
 

事業構想学研究科 博士後期課程 
領域 

学籍番号 
氏名 

 
 

＜内表紙＞                ＜目次＞ 
 
 
 

（和暦）  年度 宮城大学大学院 
 

博士論文 
 

 
 

研究題目 
 
 

事業構想学研究科博士後期課程 
領域 

学籍番号 
氏名 

  
―― 目  次 ―― 

 
 
○○○○○・・・・・・・・・ 1
○○○○○・・・・・・・・・ 7
 
 
 
 
 
 
 

                      
学位（博士）論文の体裁 
 学位（博士）論文は，A4 判，縦長，横書，片面刷りでファイルすること。 
 
 
 

 
 

＜要旨＞ 

【要旨の字体及び文字サイズ】 
字体：明朝体 
文字サイズ：10.5 ポイント 
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様式２（第２条第３項関係） 
（１）修士 

修士論文要旨 
 
研 究 科   
専門領域  指導教員  
学籍番号  氏  名  
 
研究題目 
 

 
 
 

 

 ８００字程度，A4 版 
 
※ 特定の課題による研究成果の場合は，様式中｢修士論文要旨｣を「特定の課

題による研究成果要旨」とする。 
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（２）博士 
 

博士論文要旨 
 
研 究 科   
専門領域  指導教員  
学籍番号  氏  名  
 
研究題目 
 

 
 
 

 

 ８００字程度，A4 版 
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様式３号（第３条関係） 

学位授与に関する報告書 
                         

 年  月  日 
  
宮 城 大 学 長  殿 

 
               宮城大学大学院事業構想学研究科長 
                氏 名          印 
 
 年  月  日に開催された宮城大学大学院事業構想学研究科教授会に

おいて，下記のとおり学位授与の可否に関する議決を行ったので，宮城大学学

位規程第１０条の規定に基づき報告します。 
 

記 
 
１. 修士の学位を授与すべきものと決定した者 

 

学籍番号 氏    名 研究題目 
学位論文 

審査結果 

最終試験 

の合否 

   

 

  

 
２. 修士の学位を授与できないものと決定した者 

学籍番号 氏    名 研究題目 
学位論文 

審査結果 

最終試験 

の合否 

     

 
３. 博士の学位を授与すべきものと決定した者 

学籍番号 氏    名 研究題目 
学位論文 

審査結果 

最終試験 

の合否 

   

 

  

 
４. 博士の学位を授与できないものと決定した者 

学籍番号 氏    名 研究題目 
学位論文 

審査結果 

最終試験 

の合否 
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宮城大学大学院事業構想学研究科学位論文執筆要領 
 

平成 26 年 9 月 10 日 
事業構想学研究科教授会 

 
 学位論文（修士の学位を申請しようとする者は，学位論文又は特定の課題研究成果，以

下同じ。）の作成は，本要領を参考にすること。 

 

１．学位論文の形式および構成 

１）学位論文の形式は，原則として論文形式とする。 

２）学位論文の使用言語は日本語又は英語とし，ワードプロセッサー等を使用して記述す

ること。 

３）学位論文の構成は，原則として次の順序とする。 

 ①内表紙 

  必要事項を記載すること（宮城大学大学院事業構想学研究科学位論文審査要綱（以下

「要綱」という。）の様式 1 を参照）。 

 ②論文要旨 

  所定の用紙（「要綱」の様式 2）にならい，日本語で本論文の要旨を記載する。横書き

800 字程度で記載すること。 

③目次 

本文の目次と図・表・写真等の目次は別に作成すること。 

 ④本文 

  本文については，原則として＜別記 1＞にしたがい作成すること。また，本文から下部

中央に頁番号をつけること。 

 ⑤文献 

  文献については，＜別記 1＞にしたがい作成すること。 

⑥参考資料 

 必要に応じて添付すること。 

４）学位論文には，執筆者の希望により，「序文」および「謝辞」を付してもよい。「序文」

がある場合には「目次」の前に置き，「謝辞」がある場合には「文献」の前に置く。 

５）研究の成果が作品である場合には，その内容を説明する解説文や，写真・図面を論文

形式で添付すること。 

 

 

２．その他 

  学位論文の製本等については，＜別記 2＞にしたがうこと。 
 

附 則 

この要領は，平成 26 年 9 月 10 日から施行する。 

この要領は，施行の日以後に学位を授与する場合について適用する。 
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＜別記 1＞ 

 

 ◆ワードプロセッサー等の文書スタイルの設定について 

１）本文は，Ａ4 縦置き横書きとする。字の大きさは 10.5 ポイントの明朝体を使用し， 

1 頁横 40 字，縦 36 行で設定する。左余白は 35mm 取り，頁番号を用紙下部中央につけ

る。 

なお，英語の場合は 12ポイントのTimes New Romanを使用し，1頁 36行で設定する。

余白は左 35mm，右 25mm とする。 

２）図・表・写真等には，通し番号と標題（日本語又は英語）を付し，本文中の適切な

箇所に適切な大きさで挿入する。 

 

３）本文中の注および引用文献表の形式は各研究分野によって異なるので，それぞれ指

導教員の指示にしたがうこと。 

  

                    ＜本文＞           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[フォント・文字サイズ]
日本語：明朝体 
10.5 ポイント 
 
英語：Times New Roman

12 ポイント 
 
本文：1 頁 36 行 

35 
mm 

の
余
白 

の
余
白 

25
mm 

25mm の余白
頁番号

25mm の余白
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＜別記 2＞ 

 

◆学位論文の製本等について 

１）学位申請時 

①片面刷りで，A4 縦の左とじ版のフラットファイルまたは同様のファイルを使用す 

ること。（ただし，ファイルの色は自由とする） 

②表紙及び背表紙は「要綱」様式 1 を参照の上，必要事項を記載する。 

 ③提出部数については，次のとおりとする。 

 ・学位（修士）論文又は特定の課題研究成果  3 部 
 ・学位（博士）論文             3 部 

 

２）学位授与決定後 

①片面刷りで，長期保存に耐えるものを製本すること。（黒のハードカバー推奨） 

 ②提出部数については，次のとおりとする。 

 ・学位（修士）論文又は特定の課題研究成果  2 部 
 ・学位（博士）論文             3 部 
 ③学位論文の電子データの提出 

  学位論文は，PDF 形式で CD-ROM に保存し，1 枚提出すること。 
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宮城大学大学院事業構想学研究科博士論文執筆資格審査要綱 
 
 

宮城大学事業構想学研究科教授会 
平成２７年１月１４日決定 

 
 （趣旨） 
第１条 この規程は，宮城大学大学院事業構想学研究科履修規程（以下「履修規程」という。）第  
１４条に規定する宮城大学大学院事業構想学研究科（以下「研究科」という。）の博士論文執筆

資格（以下「執筆資格」という）の審査に関し，必要な事項を定めるものとする。 
 
（博士論文執筆資格審査願） 

第２条 博士論文執筆資格審査を希望する者は，様式１により，別途定める期日までに研究科長

に届出なければならない。 
 
（設置） 

第３条 研究科は，前条の規定により博士論文執筆資格審査願を受理したときは，執筆資格審査

を行うため，研究科に執筆資格審査委員会を設置する。 
 
（委員） 

第４条 執筆資格審査委員会の委員は，次のとおりとする。 
 (１) 主査は，執筆資格審査申請を行った者の指導教員を充てる。 

(２) 副査は，2 名以上の専任教員を充てるものとし，主査の推薦に基づき，研究科教授会の議

を経て選考する。 
２ 主査に事故があるときは，主査があらかじめ指定した者がその職務を代理する。 
３ 主査及び副査が欠けたときは，研究科教授会において後任の者を速やかに選考する。 
  
 （審査） 
第５条 執筆資格審査委員会は，出願者の在学期間，単位修得状況，研究指導を受けた状況，を

確認するとともに，博士論文執筆計画の評価を行い，執筆資格を与えることの適否について審

査するものとする。 
 
 （報告） 
第６条 執筆資格審査委員会は，審査を終了したときは審査結果を様式３により研究科教授会に

報告しなければならない。 
 
  附 則 
 （施行期日） 
 １ この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
 ２ この要綱の施行日前において既に本学に在籍する学生については，なお従前の例による。 
 
 附 則 
 （施行期日） 
 １ この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 
 ２ この要綱の施行日前において既に本学に在籍する学生については，なお従前の例による。 
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様式１（第２条関係） 
 
 

博士論文執筆資格審査願 
 
 

    年  月  日 
 
 事業構想学研究科長 殿 
 

事業構想学研究科 事業構想学専攻  
専門領域 
学籍番号 
氏  名               ㊞ 

 
 
  宮城大学大学院事業構想学研究科博士論文執筆資格審査要綱第 2 条の規定により，下記書類

を添えて，博士論文執筆資格審査を希望します。 
 
 

記 

 
1. 研究題目 

 
 
 
 
 

2. 提出書類 
 
(1) 博士論文執筆計画書（任意様式） ３部 

 
(2) 研究業績書(様式２)          ３部 

 
 

以 上   
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様式２（第２条関係） 

 

研 究 業 績 書 
                           ＮＯ．１ 

学籍 
番号  

専攻 
専門領域名 
（該当に○） 

事業構想学専攻 
産業・事業システム 

 地域・社会システム 
氏名  ㊞

論文発表 
（１）審査付発表論文（別冊子又は写を添付すること） 
   （レフェリー制のある学術雑誌） 
 
 
 
 
（２）審査付発表論文（別冊子又は写を添付すること） 
   （レフェリー制のある国際会議発表論文） 
 
 
 
 
（３）学位論文のテーマに直接関係しない発表論文 
   （レフェリー制のある学術雑誌及び国際会議発表論文） 
 
 
 
（４）審査なし発表論文 
 
 
 
（５）プロジェクト実績・作品等 
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様式３（第６条関係） 
 
 

博士論文執筆資格審査結果報告書 
 
                                   年  月  日 
 
  
 
 宮城大学大学院事業構想学研究科長 殿 
 
 
 
             博士論文執筆資格審査委員会主査 氏名          印  
                         副査 氏名          印 

                          副査 氏名          印 
 
 
 
宮城大学大学院事業構想学研究科博士論文執筆資格審査要綱第６条の規定に基づき、下記のと

おり報告します。 
 

記 
１ 審査対象者 

(1) 学籍番号及び氏名 
(2) 研究題目 
 

 
２ 博士論文執筆資格審査の結果 
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事業構想学研究科における特定の課題についての研究成果取扱要綱 
 

 
 （趣旨） 

第 1条 この要綱は、宮城大学学位規程（以下「規程」という。）第４条の規定に基づき、事

業構想学研究科における特定の課題についての研究成果の取扱いについて、必要な事項を

定める。  

 

 （特定課題研究仮題目届の提出時期） 

第２条 学生は、修士論文に代えて特定の課題についての研究成果の提出を希望する場合は、

宮城大学大学院事業構想学研究科履修規程第１３条の規定に基づき、特定の課題について

の研究成果を執筆しようとする年度の４月末日までに、特定課題研究仮題目届（別紙様式）

を事業構想学研究科長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、在学期間短縮希望届を提出して１年で修了を希望する学生に

ついては、特定課題研究仮題目届の提出期限は入学年次の７月末日とする。 

 

 （審査） 

第３条 特定の課題についての研究成果の審査は、規程第６条の規定に基づき学位論文審査

委員会において行うものとする。 

 

 （委任） 

第４条 特定の課題についての研究成果に関する事項でこの要綱に定めのない事項について

は、事業構想学研究科教授会において定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
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別紙様式（第２条関係） 

 

 

                         平成  年  月  日 

 

 

 

 事業構想学研究科長 殿 

 

 

 

                   事業構想学研究科 博士前期課程  年 

                   学籍番号 

                   氏  名             印 

 

 

下記のとおり特定課題研究仮題目を提出します。 

 

記 

 
１ 特定課題研究題目 

 

２ 特定課題研究要旨 
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宮城大学大学院事業構想学研究科 

博士論文の公表に関する要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，宮城大学学位規程（平成２１年４月１日規程第３７号。以下，

「学位規程」という。）第１８条の規定に基づき博士論文のインターネットの利用

による公表について必要な事項を定める。 

 

（公表の方法） 

第２条 学位規程第１４条及び第１５条に定める博士論文のインターネットの利用に

よる公表は，宮城大学学術機関リポジトリにより公表することをいう。 

 

（博士論文要旨の公表） 

第３条 研究科は博士の学位を授与した日から３月以内に，その博士論文要旨及び審

査結果の要旨をインターネットの利用により公表しなければならない。 

 

（やむを得ない理由） 

第４条 学位規程第１５条第２項に定めるやむを得ない理由とは以下のものをいう。 

 一 博士論文が，立体形状による表現を含む等の理由により，インターネットの利

用により公表することができない内容を含む場合 

 二 博士論文が，著作権保護，個人情報保護等の理由により，博士の学位を授与さ

れた日から１年を超えてインターネットの利用により公表することができない内

容を含む場合 

 三 出版刊行，多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載，特許の申請等との関

係で，インターネットの利用による博士論文の全文の公表により博士の学位を授

与された者にとって明らかな不利益が，博士の学位を授与された日から１年を超

えて生じる場合 

 四 その他相当の理由がある場合 

２ 前項の理由は，研究科長が相当と認め，学長にその承認を得なければならない。 

 

（学位論文の公表） 

第５条 学位を授与された者は学位論文の全文を電子ファイルにより，研究科長に提

出しなければならない。 

２ 学位を授与された者は，やむを得ない理由が認められた場合には，その学位論文

の要約を電子ファイルにより，研究科長に提出しなければならない。 
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３ 研究科は，前項により学位論文の要約が提出された場合は，その学位論文の全文

を求めに応じて閲覧に供することができるようにしなければならない。 

４ 第２項に該当する場合において，学位を授与された者は，やむを得ない理由がな

くなったときは，速やかに研究科長に報告しなければならない。 

 

（共著者の許諾） 

第６条 学位を授与された者は，その論文が共著の場合には，学位規程第１５条に定

める公表をする前に共著者の許諾を得ておかなければならない。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は研究科教授会において別に定め

る。 

 

   附 則 

１ この要綱は，平成２７年５月１３日から施行する。ただし，宮城大学学術機関リ

ポジトリが整備されるまでの間は，宮城大学ウェブサイトにより公表するものとす

る。 

２ この要綱は，平成２７年３月１９日以後に博士の学位を授与した場合について適

用し，同日前に博士の学位を授与した場合については，なお従前の例による。 
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事業構想学研究科における在学期間の短縮を適用する場合の取扱要綱 
 
 （趣旨） 
第 1 条 この要綱は、宮城大学大学院事業構想学研究科履修規程（以下「規程」という。）第１

９条の規定に基づき、事業構想学研究科における在学期間の短縮を適用する場合の取扱いにつ

いて、必要な事項を定める。  
 
 （優れた業績を上げた学生） 
第 2 条 規程第１７条第１項及び第３項に規定する「優れた業績を上げた学生」とは、研究業績

及び研究成果が優秀であると認められ、かつ、当該学生の学位論文等に係る研究水準が、博士

前期課程においては大学院学則第３７条に定める修業年限２年で、博士後期課程においては大

学院学則第３８条に定める修業年限３年で修了の認定を受ける学生が到達する研究水準と同等

以上の水準に達した学生とする。 
 
 （在学期間短縮希望届） 
第３条 優れた業績を上げた学生又は優れた業績を上げた学生として在学期間の短縮を希望

する学生は、次の期日までに在学期間短縮希望届（様式第１号）を研究科長に届出なけれ

ばならない。 
 一 １年で修了を希望する学生 入学時（提出期限は別途指示） 
 二 前項に掲げる学生以外の学生 修了を希望する時期の８か月前まで 
 
 （事前審査書類） 
第４条 優れた業績を上げた学生と認めると判断される場合、指導教員は次の事前審査書類を作

成（第２号から第５号は当該学生が作成）し、研究科長に提出しなければならない。 
 一 優れた業績を上げた学生と認定する理由書（様式第２号） 
 二 研究業績目録（様式第３号） 
 三 年間受講科目登録状況等（様式第４号） 
 四 履歴書（様式第５号） 
 五 その参考となるもの 
２ 前項の事前審査書類は、修了を希望する時期の６か月前まで提出しなければならない。 
 
 （審査専門委員会による事前審査） 
第５条  研究科長は、前条の規定により指導教員から事前審査書類の提出があったときは、審査 
専門委員会に研究業績等について事前審査を行わせるものとする。 

２ 審査専門委員会の委員は、研究科長が指名する。 
３ 第１項の事前審査に当たっては、当該学生の大学卒業後の経歴、業績で博士前期課程在学期

間以外であっても、本学の博士前期課程在学中の研究と同等以上の水準の研究業績と確認でき

る場合については、これを特別に認定事由に加えることができるものとする。 
４ 審査専門委員会は、修了を希望する時期の４か月前までに事前審査結果を研究業績審査報告

書（様式第６号）により研究科長に報告しなければならない。 
 
 （在学期間短縮の認定） 
第６条 在学期間短縮の認定は、前条第４項の研究業績審査報告書に基づき、学位論文審査付託

の前に、研究科教授会において行うものとする。 
  
（委任） 

第７条 在学期間の短縮を適用する場合の取り扱い関する事項でこの要綱に定めのない事項につ

いては、事業構想学研究科教授会において定める。 
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   附 則 
 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 （施行期日） 
１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この要綱の施行日前において既に本学に在籍する学生については、なお従前の例による。 
 

附 則 
 （施行期日） 
１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この要綱の施行日前において既に本学に在籍する学生については、なお従前の例による。 
 

附 則 
 （施行期日） 
１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この要綱の施行日前において既に本学に在籍する学生については、なお従前の例による。 
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様式第１号（第３条関係） 
 

 

博士○○課程在学期間短縮希望届 
 
            

                    平成  年  月  日 
 
 
  
宮城大学長 殿  

 
 
 
 
                        事業構想学研究科 博士○○課程  年  
                        学籍番号 
                        氏  名             印 
 

 
下記のとおり博士○○課程における在学期間短縮を希望しますので届け出ます。 

 
記 

 
１ 入学年月 
 
２ 修了予定年月 
 
３ 在学期間 
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様式第２号（第４条関係） 
 

優れた業績を上げた学生と認定する理由書 
 
                        事業構想学研究科 博士○○課程  年 
                        学籍番号 
                        氏  名 
 
１ 優れた業績を上げた学生と認定する理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 学位論文又は特定の課題についての研究成果題目・研究内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ その他特記事項 
 
 
 
 
 
 

 
研究指導教員氏名

 

 
印 
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様式第３号（第４条関係） 
 
      

研  究  業  績  目  録 
 

 
課  程 

 
事業構想学研究科 博士○○課程 学  年

 

 
       年 

 
学籍番号 

 
氏  名

 

 

 
学位論文等の名称 

 

単独･共
 

同の別

発行発表
 

の年 
発表誌名・学会名等 

 
備  考 

１ 論文発表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

２ 学会発表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

３ その他 
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様式第４号（第４条関係） 
 
 

年 間 受 講 科 目 登 録 状 況 等 
 
                         事業構想学研究科 博士○○課程  年  

学籍番号  
                         氏  名 
 
 
１ 成績及び受講登録状況 
 
 
 

 
科 目 名 

 

 
期 

 
単位

必修・
 
選択別 

担当教員名 成績 備    考 

       

 
２ 在学期間 
         平成  年  月  日 入学 
         平成  年  月  日 現在（  年  月） 
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様式第５号（第４条関係） 
 

履       歴       書 
 

 
課     程 
 

 

 
学 籍 番 号 

 
 
氏     名 
 

 

 
生 年 月 日 
 

 

 
本 籍 地 
 

 

 
現 住 所 
 

 

学     歴 
（高等学校 
卒業以降） 

年 月 日  

    

    

    

    

職     歴     

    

    

    

    

所 属 学 会  
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様式第６号（第５条関係） 
 
 
                              平成  年  月  日 
 
 
 
 事業構想学研究科長 殿 
 
 
 
                      審査専門委員会 
                       委員             印 
                       委員             印 
                       委員             印 
 
 
 

研 究 業 績 審 査 報 告 書 
下記学生の修業年限短縮による修了予定について、研究業績等を事前に審査した結果 可

（否）と判定したので報告します。 
 
記 

 
          事業構想学研究科 博士○○課程  年 
          学籍番号 
          氏  名 
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事業構想学研究科博士前期課程における上級学年配当科目履修 
に係る取扱要綱 

 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は、宮城大学事業構想学研究科履修規程（以下｢履修規程｣という。）別表に規定する

上級学年配当科目の履修に関して必要な事項を定める。 
  

（上級学年配当科目の履修申請等） 
第２条 事業構想学研究科博士前期課程の学生（以下「学生」という。）が２年次に配当されている授

業科目を１年次に履修希望する場合は、入学年度の４月末日までに「上級学年配当科目履修承認申
請書」(別紙様式)を学長に提出し、その承認を得なければならない。 

２ 前項の規定により、学生より「上級学年配当科目履修承認申請書」の提出があったときは、研究
科教授会においてその履修の可否について審議するものとする。 

３ 学生は、第１項の申請が承認されたときは、履修規程第７条第１項第１号の規定にかかわらず上
級年次に配当されている授業科目の履修登録を行うことができる。 

  
（委任） 

第３条 この要綱に定めるもののほか、学生の上級学年配当科目の履修に関して必要な事項は教授会の 
議を経て研究科長が別に定める。 

 
    附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 
 

附 則 
この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
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別紙様式 
上級学年配当科目履修承認申請書 

 
                               平成  年  月  日 
 
 宮城大学長 殿  
 
                       事業構想学研究科博士前期課程  
                        学籍番号 
                        氏  名             印 
 

博士前期課程における１年修了を希望しますので、２年次に配当されている下記科目の１年次履修
について承認されるよう申請します。 

記   
科   目   名 配当年次 単位数 必修選択別 備  考

  
  
計  

 
（参考）その他の１年次履修科目  

科   目   名 配当年次 単位数 必修選択別 備  考

  
  
  
  
  
  
  
  
  
計  
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建学の理念 

本学は，ホスピタリティ精神やアメニティ感覚に溢れ，高度な専門性と実践的能力を身につけた地域の発

展をリードし，世界に貢献できる人材を育成するとともに，学術・文化の向上と豊かで活力のある地域社会

の形成に寄与する。 

 

建学の精神 

快い生活環境（アメニティ）に身を置き，心温まる人間関係（ホスピタリティ）に囲まれていることは成

熟社会に生きる万人の願いであり，このような地域社会を実現させるために「ホスピタリティとアメニティ

の究明と実現」を目指す。 

 

大学の理念 

高度な実学に基づき，豊かな人間性，高度な専門性及び確かな実践力を身につけ，グローバルな視点で地

域社会の発展に貢献できる人材を育成するとともに，学術・文化の向上と豊かで活力のある地域社会の形成

に寄与する。 

豊かな人間性：先人たちの考えや相手の価値観を尊重し，知性と感性を涵養することで自らの人間性を磨

いていく。 

高度な専門性：関連するあらゆる学問や技術に関心を寄せ，自らの専門性を高め，時々刻々と変化する社

会にしなやかに，かつ，柔軟に対応できる力を身につける。  

確かな実践力：地域に根ざし，グローバルな視点で自ら主体的に考え，強い意志を持って実践していく。 

 

大学院の目的 

本学大学院は，地域社会及び国内外の大学・研究機関等との自由かつ緊密な交流及び連携のもとに看護，

事業構想及び食産業に関する高度な学術理論及び応用について研究し，その深奥をきわめて，学術文化の振

興に資するとともに，地域の産業及び社会の発展に寄与することを目的とする。 

 

各研究科の教育研究上の目的 

看護学 

研究科 

 生命の尊厳を基盤とする豊かな人間性を備え，学際的及び国際的な視点で地域現場の課題に対

応できる知識・技術及び研究能力を持ち，高度な実践を行う看護職及び高度に専門的かつ自律的

な研究能力を持つ教育研究者を養成するとともに，保健医療において必要とされる高度かつ専門

的な看護について，研究と社会活動を行うこと。 

事業構想学

研究科 

 豊かな人間性に基づき，事業構想に関する高度に専門的な知識･技術をもち，学際的，国際的視

点で研究または実践を主体的に遂行できる研究者，高度職業人を養成するとともに，事業構想にお

いて必要とされる高度かつ専門的な知識・技術・政策課題について，研究と社会活動を行うこと。

食産業学 

研究科 

豊かな人間性に基づき，食産業に関する広い視野と高度な専門知識・技術をもち，学際的，国際

的視点で研究または実践を主体的に遂行できる研究者，高度職業人を養成するとともに，食産業に

おいて必要とされる高度かつ専門的な知識・技術について，研究と社会活動を行うこと。 
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※関係規程は今後改正となる場合があります。 
最新版の規程は学内ウェブサイトに掲載しますので，必ずご確認ください。 

－　　－123


